
　固定資産税は、毎年１月１日現在の固定資産（土地・家屋
・償却資産）の所有者に対して課税されます。したがって、
売買などがあっても名義変更手続きをしていなければ、台帳
に登録されている所有者がそのまま納税義務者となります。
固定資産の所有者等に異動があった場合には、お早めに届出
をしてください。
＊登記されている土地・建物の名義変更等は、法務局で手
続き願います。

【固定資産税に関する届出】
　1. 所有者が死亡したとき ・・・｢相続人代表者指定届｣
　2. 未登記家屋を売買、贈与、相続等により取得したとき
　　　　　　　　 ・・・｢家屋課税台帳登録者の変更申請書｣
　3. 所有者が市外へ引っ越したとき・・・｢納税管理人申告書｣
　4. 家屋を取り壊したとき・・・｢家屋滅失届｣

　家屋評価とは、固定資産税算定の基礎となる建物などの評
価額を決定するための調査です。固定資産評価補助員（市役
所職員）が調査に伺いますので、建物が完成したときは、資
産税グループまでご連絡ください。

　損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されま
す。地震災害に対する市民のみなさん一人ひとりの備えによ
り、将来的な負担の軽減を図り、資産の保全を促進するため、
地震保険料控除が新たに創設されます。居住者等（生計を一
にする配偶者やその他の親族を含みます）の所有する居住用
家屋・生活用動産（例：住宅、家財など）を対象とした損害
保険契約等に係る地震等損害部分の保険料（地震保険料）を
支払った場合には、平成20年度より市県民税の控除の対象に
なります。

　これに伴い、これまでの損害保険料控除が変わります。平
成20年度から短期損害保険料（１年掛捨て保険等）控除が
控除対象からはずれます。長期損害保険料は、平成18年中
に締結したものにかぎり、控除の対象となります。

　多額の医療費を支払ったときは，確定申告を行うことで所
得税が還付される場合があります。
・あなたや生計を一つにする配偶者その他の親族のために支
払った医療費があるときは，次の算式によって計算した金
額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って
控除の対象になります。未払となっている医療費は，実際
に支払った年の控除対象になります。

控除を受けるために必要な証明書や領収書は大切に保管くだ
さい。(医療費，各保険料，寄付金等)

【地震保険料控除の計算式】

　  ●住民税 (市県民税)　※平成20年分より適用
　  　　地震保険料の控除額＝支払った地震保険料×１/２
　  　　　【限度額　25,000円】　

　  ●所得税　※平成19年分より適用
　　　  地震保険料控除額＝支払った地震保険料
　　　　  【限度額　50,000円】

○医療費控除の計算方法
　　〔その年中に支払った医療費〕
　－〔保険金などで補てんされる金額〕
　－〔10万円又は所得金額の５%〕※どちらか少ない額
　＝〔医療費控除額〕※最高200万円

　定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
滞納すると、督促状が送付されます。うっかり忘れていたと
しても、本来納めるべき本税のほかに督促手数料 (100円) や
延滞金を納付していただかなければなりません。納め忘れに
ご注意ください。

　法律により、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて
次の率で計算されます。

　納税者等からの申請に基づいて、次の事由があると認めら
れる場合に、原則として１年以内に限り納税を猶予すること
ができます。納付困難な事情がある場合は、早めに相談しま
しょう。
　⑴災害や盗難にあったとき
　⑵本人や家族が病気にかかった、または負傷したとき
　⑶事業の休止・廃止、またはその事業につき著しい損失を
受けたとき

　⑷以上に類する事実があるとき
※分割納付　納付困難の状況でも「納税の猶予」に該当しな
い場合には、申出により状況にあった金額を計算して、数
回に分けて納税することができます。納付困難な場合は、
お早めに相談ください。

※特例基準割合　前年11月30日の日本銀行法 (平成９年法律
第89号) 第15条第１項第１号の規定により定められる商業
手形の基準割引利率（従来の公定歩合）に年４％を加算し
た割合

納期限の翌日から１月を経過す
る日までの期間

年7.3％または特例基準割合(※)
のうちどちらか低い方

納期限の翌日から１月を経過し
た日以降の期間 年14.6％



　11月実施予定の教室，講座です。期日や内容等はチ

ラシでお知らせします。たくさんの親子の参加をお待

ちしています。なお，北浦広場は11月より北浦公民館

になりました。

　見てみよう！おやつのできるまで

　　　　　　　　　　　　＆アスレチックで遊ぼう！

　・日　　時　11月１日 (木)

　　　　　　　午前８時50分　玉造B&G集合

　・場　　所　オハヨー乳業＆くぬぎの森スポーツ公園

　・参加人数　親子 15組

　たべようさつま芋！―おやつをつくろうー

　・日　　時　11月９日 (金)　午前９時30分 受付

　・場　　所　玉造保健センター

　・講　　師　大輪洋子栄養士

　・参加人数　親子 15組

　ちょっとだけ体験　―茶道―

　・日　　時　12月15日 (土)　午前９時30分 受付

　・場　　所　北浦公民館

　・募集人数　親子 10組 (先着順)

　・申込み〆切　11月30日 (金)

　・費　　用　実費を集金します

　らんらんらん♪リトミック

　・日　時　11月28日 (水)　９時30分 受付

　・場　所　玉造公民館

　・講　師　鎌形由貴乃さん

子育て相談…水曜日は夜８時まで相談を
（電話・窓口）受け付けています。
休日は第１日曜日に５時まで電話にて受
け付けています。

☎ ０２９９－５５－０１３０（直通)

麻生：麻生公民館，北浦：北浦公民館，玉造：玉造保健センター
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行方市地域包括支援センター (玉造庁舎内)

☎ 0299ー55ー0111　[内線126・127]

　健康長寿とは、介護をできるだけ必要と
せず、健康で長生きすることをいいます。

　　
　元気でやりたいことができる期間をでき
るだけ延ばし、介護を必要とする期間をで
きるだけ短くすることが目標です。

　
　　　積極的に外出して活動すること、日
頃から生活の中でよく動くことを心が
けましょう。

　
　　　栄養のバランスを考えて、なるべく
多くの食品を使いましょう。

　　　「食べ過ぎ」に気をつけると同時に、
「栄養不足」にも気をつけ、適量をき
ちんと食べましょう。

　　　趣味を愉しんだり、地域や家族の行
事などには積極的に参加しましょう。

　　　もし、悩み事があれば相談しましょう




